
 
瑞穂町協働のまちづくり推進委員会設置要綱 

 

平成２７年１月１４日 

告示第  ３  号 

 

（設置） 

第１条 町民と行政が互いにまちづくりの主体として、役割を分担

し、共に考え、一体となって実践する協働によるまちづくりを推

進するため、瑞穂町協働のまちづくり推進委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）町における協働の在り方について協議すること。 

（２）協働に関する事業の実施内容及び進捗状況について評価する

こと。 

（３）協働を推進するための具体的かつ実践的な取組について検討

すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、協働に関する事業の推進に関し、

町長が必要と認める事項について協議すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員１

０人以内をもって組織する。 

（１）公募による住民 ２人以内 

（２）社会福祉協議会の職員 １人以内 

（３）地域活動団体の代表者 ７人以内 

（４）前３号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

２ 前項第１号に規定する公募による住民は、次の各号のいずれか

に該当する者で、かつ、応募の時点において年齢が１８歳以上の

ものとする。 

（１）町の区域内に住所を有する者 

（２）町の区域内に在勤する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  



 
２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定

める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は

委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（委員会） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができ

ない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のと

きは、委員長の決するところによる。 

 （意見聴取） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出

席を求め、意見を聴くことができる。 

（謝礼） 

第８条 委員の謝礼金は、支払わない。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、協働推進部協働推進課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要

な事項は、瑞穂町審議会等の設置及び運営に関する指針（平成２

０年訓令第２６号）の例による。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次項

の規定は、告示の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第３条第１項の規定による委員の委嘱について必要な行為は、

この告示の施行の日前においても行うことができる。 



 
（任期の特例） 

３ この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第４

条第１項の規定にかかわらず、平成２８年３月３１日までとする。 

附 則（平成２９年３月２３日告示第５３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際現に在任する瑞穂町協働のまちづくり推進

委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の

例により在任するものとする。 

   附 則（令和４年３月３１日告示第７８号） 

  この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


